
                       

   

【変更前】本来の返済イメージ 

 

 

 

 

 

NO.1 6か月後の返済再開時までに、償還猶予をした元金と猶予期間の利息を全額お支払いいただく場合 

  →総支払額は変更ありません。 

 

 

 

 

 

  

NO.2 6か月猶予後に返済再開し、償還期限を変更しない場合 

  →猶予期間の利息（期日後利息を含む）を償還期限まで均等に払い続ける方法です 

猶予期間中は残高が減らない（猶予前の残高で推移する）事から、それに伴う利息の増により、 

総支払額は若干増加いたします。 

 

 

 

 

 

  

 

NO.3 6か月猶予後に返済再開し、償還期限を 6か月延伸する場合 

  →猶予期間の利息（期日後利息を含む）を 6か月後の償還期限まで均等に払い続ける方法です 

上記 NO.2 にくわえて返済期限が延伸されることから、総支払額は NO.2 より若干増加いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

NO.4 6か月猶予後に償還再開が難しい場合 

  →上記 NO.1～NO.3 による償還再開が困難な場合は、償還条件の緩和（一定期間の償還元金の低減または

据置）の検討が必要となります。審査が必要となりますので、猶予期間満了の 2か月前を目途にご相談く

ださい。 
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返済再開時（まで）に 

6か月分をまとめて返済 

期日後利息とは 

･･･猶予元金にかかる経過日数分の利息

です。延滞損害金（14.5％）は徴収いたし

ませんが、期日後利息は発生いたします。 

（〔猶予した約定元金〕×約定金利×〔経

過日数/365〕） 
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